




 

報告第２号 

 

   専決処分の報告について 

 

 地方自治法第180条第１項の規定に基づき議会の議決により指定された管理者の専決事項

について、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

 

  令和５年12月25日報告 

 

可茂衛生施設利用組合管理者 冨田 成輝 

  

記 

 

 議会の議決を経た契約を変更したもの。 １件 

 

専決処分書 

 

 地方自治法第180条第１項の規定に基づき議会の議決により指定された管理者の専決事項

について、次のとおり専決処分する。 

 

  令和５年10月３日専決 

 

可茂衛生施設利用組合管理者 冨田 成輝 

 

記 

 

 令和４年12月26日議決による令和５年度 可燃ごみ処理施設長寿命化工事の請負契約中

契約の金額「335,500,000円」を「340,121,100円」に変更する。 
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